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海運と港湾がそれぞれを必要とする、密接不可

分な関係であるのは周知のことである。物流を円

滑に行うという同じ目的のため、両者は協調して

発達し、今後も調和のとれた発展を続けなければ

ならない。しかし近年、日本のごく近くに我が国

の港湾政策の想定をはるかに上回る規模のメガポ

ートが出現したことは、この調和のとれた発展に

大きな障害となっている。

まず日本の港湾に与えた影響としては、メガポ

ートにハブ港が移ってしまったことにより、日本

中がフィーダーポート化してしまったことが挙げ

られる。主要港だけでなく、日本中のローカルポ

ートからのプサン、上海といった港への定期航路

の充実振りは目を見張るものがあり、コンテナの

扱いを着実に伸ばしている港が多い。

次にこのことが海運、特に内航海運に与えた影

響としては、国内から海外へとハブが移転したこ

とにより、内航の貨物が外航の貨物へと、莫大な

量の流出が起きているということが挙げられる。

このように見ると、日本の港湾しか利用しないあ

るいは利用できない内航海運が、大きな被害を受

けていると考えることもできるだろう。

先日、内航総連合会の代表という立場で福岡市

長と面談する機会を得た。福岡市は博多港という

日本有数の港を有し、内外航ともに多数の船舶が

寄港している九州を代表する都市である。この福

岡市から小泉内閣の時代に、対面のプサンからハ

ブを取り返すために、特定の外国船社に沿岸特許

という形で内航フィーダーを行わせるという、あ

る種のカボタージュの緩和申請が、当時流行した

特区申請という形で出されているのはあまり知ら

れていないと思う。

内航の消滅に繋がりかねないこの問題が、いま

だにくすぶり続けているのは内航業界として説明

不足ということで、今回吉田市長に業界の実情と

今後の方策について縷々ご説明し、この申請の取

り下げをお願いした次第である。

博多の地政学的な問題から、日本の他の港以上

に近隣諸国との競争やそれに対する焦りがあるの

は仕方のないところであろう。しかし港湾と海運

は調和の取れた発展が原則であり、内航フィーダ

ーの充実と、日本港湾のハブ機能の充実が不可分

で、ルール破りの対応は如何かと思う。

またこのような対応をせざるを得ないほど、近

隣メガポートと日本港湾の差を容認した行政の責

任も大きい。今後はこの差を埋めるべく、連携の

取れた港湾と内航政策により、双方が強調して発

展できるプラットホーム作りを急ぐことが国の責

務であろう。

日本の港湾と内航海運

日 本 船 主 協 会 常 任 理 事
栗林商船株式会社 代表取締役社長 栗林宏�

巻 頭 言
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１

国際会議レポート

無線設備NBDPの廃止は見送り
―IMO第１２回通信・捜索救助小委員会（COMSAR）の模様―

国際海事機関（IMO）の第１２回無線通信・捜索

救助小委員会（COMSAR１２）が、２００８年４月７日

から４月１１日までの間、ロンドンにおいて開催さ

れた。主な議題の審議模様は以下のとおりである。

１．狭帯域無線直接印刷装置（NBDP）の廃止

NBDPは、海上人命安全条約（SOLAS条約）に

より、外航船舶（Ａ３海域※１またはＡ４海域を航

行する船舶）に搭載が求められる無線設備の一つで

ある（Ａ３海域ではインマルサット直接印刷電信

との選択制）。その利用が他の無線設備の利用拡大

等により減少していることから、削除を含めた今

後の対応について本小委員会において検討が進め

られてきた。今次会合では、デンマークより、Ａ

３海域を航行する船舶への NBDP搭載要件の廃止

とともに、Ａ４海域を航行する船舶の代替設備と

して短波帯を利用したデータ通信システムの開発

について提案があった。

これに対し、米国および日本より、文字通信は

GMDSSの不可欠な設備の一つであり、何らかの同

等代替装置が必要であると主張し、多くの国がこ

れを支持したほか、特に英語を母国語としない国

において文字通信の必要性を指摘する意見が多く

出された。

審議の結果、いずれの海域においても、NBDP

の搭載要件を廃止する場合には適切な代替設備の

搭載が必要との意見が大勢を占め、現時点では、

そのような代替設備は確立されていないとの認識

から、NBDP搭載要件を変更しないこととなった。

なお、短波帯データ通信を含め、NBDPの代替

設備に関しては、GMDSSの総合的な見直しの中で

検討することとされ、次回 COMSAR１３（２００９年）

海運ニュース
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２

以降審議される見通しである。

※１ Ａ１海域：VHF海岸局の通達範囲（距岸２０～３０マ
イル）

Ａ２海域：Ａ１海域を除いた中波海岸局の通達範
囲（距岸１５０マイル程度）

Ａ３海域：Ａ１、Ａ２海域を除いた静止衛星型通
信衛星の通達範囲（概ね北緯７０度以南、
南緯７０度以北）

Ａ４海域：Ａ１、Ａ２、Ａ３以外の海域

２．e�ナビゲーション戦略の策定

e�ナビゲーション戦略は、最新の電子技術の活

用と既存の設備等との統合による総合的な航海支

援システムの構築を目的に２００６年より審議が開始

され、２００８年末までにまとめられる予定となって

いる。e�ナビゲーション戦略の策定は、現在、電

子技術の発展により何ができるようになるかとい

う観点ではなく、海事関係者が実際に困っている

ことを如何に電子技術の発展を活用して解決して

いくかという観点から進められている。

今次会合においては、航行安全小委員会（NAV）

の検討として、e�ナビゲーションの定義・範囲、

主要事項および優先順位の特定等について報告を

受けるとともに、無線通信および捜索救助の分野

におけるユーザーニーズについて検討を行った。

審議の結果、同小委員会において進められてい

る「共通の海事情報データ構造」、「船舶・陸上間

の強固な通信」および「データとシステムの完全

性」は、e�ナビゲーション戦略に含めることが適

当であるとするとともに、遭難誤警報の防止につ

いても e�ナビゲーション戦略の中に含め得るもの

であるとの意見を取り纏め、本年７月開催の NAV

小委員会に報告することとした。

３．通信機器および航海計器のソフトウェアの更

新

２００７年１０月開催の第８３回海上安全委員会（MSC

８３）において、船上の通信機器および航海計器の

ソフトウェア等の定期的なアップデートを規定す

ることについて英国より提案があり、NAV小委員

会および本小委員会で検討することとされた。今

次会合では、オーストラリアおよび英国より船上

の通信機器および航海計器に使用されているオペ

レーションシステムやソフトウェアの定期的な更

新に関する情報提供があったのみであるが、次回

NAV小委員会においてさらに審議される予定とな

っている。

（海務部：斎藤）

アジアの船主協会が法務保険問題について意見交換
―アジア船主フォーラム（ASF）船舶保険・法務委員会（SILC）
第１３回中間会合の模様―

アジア船主フォーラム船舶保険・法務委員会（ASF

SILC）第１３回中間会合が、当協会をはじめアジア

９船主協会から１３名が参加し、４月８日に香港に

おいて開催された。

今次会合では、George Chao委員長（香港船主協

会）の下、国連国際商取引法委員会（UNCITRAL）

作業部会での議論が終了した国際海上物品運送法

条約草案のレビュー、HNS条約改正の問題、船主

の民事責任と金銭的保証に関する欧州委員会の指

令案の影響など、海事関連規則・条約等に関する

審議�意見交換が行われた。

特に、国際海上物品運送法条約が草案の最終段階

で船主責任が大きく引き上げられたことについて、

各国船協より強い懸念が表明されたほか、HNS

せんきょう May 2008● 3



条約改正の解決策が、国際的な制度の維持、およ

び船主と貨物関係者の責任分担の原則を弱めない

ことが肝要である点で合意した。

この他、国際的な海事規則、条約の改定や草案

の審議については、今後とも当委員会を通じてア

ジア船主のポジション形成に努めていくことを確

認するとともに、当委員会の見解を取り纏めた共

同声明（【資料】参照）を採択した。

（企画部：伊藤）

【資料】

２００８年４月８日

アジア船主フォーラム（ASF）船舶保険・法務委員会

１３回中間会合共同声明

アジア船主フォーラム（ASF）船舶保険・法務委員会（以下、委員会）第１３回中間会合が、２００８年４月

８日（火）、香港において開催された。

会合には、ASF事務局長をはじめ、中国、台湾、香港、日本、韓国の各船主協会およびアセアン船主

協会連合会を代表して、マレーシア、フィリピン、シンガポールの各船主協会が参加した。

委員会は、今年１月に UNCITRAL（国連国際商取引法委員会）作業部会で合意された新たな国際海上

物品運送法条約の草案に留意し、ICS、BIMCOおよび国際 P&Iグループがここ数年間に渡り海運業界を

代表して困難かつ緻密な作業を行ってきたことに感謝を表明した。草案の完成によって、完全な形で条

文が提示され、既存の運送法との比較が容易になったことは喜ばしいが、委員会は、今年６月、７月に

開催される第４１回 UNCITRALで草案の更なる改正の可能性も含めた審議が行われることに留意した。委

員会は、草案を概観し、第６１条の責任制限のレベルがヘーグ・ヴィスビー・ルールやハンブルグ・ルー

ルを上回っていることに懸念を示した。責任制限は過去のクレイム・レコードの検証からではなく、全

く別の理由から合意されたように見うけられる。このことは、一部の国、とりわけアジアの国にとって

は条約批准への障害となる恐れがある。

危険物質及び有害物質の海上輸送に関連する損害についての責任並びに損害賠償及び補償に関する国

際条約（HNS条約）は１９９６年に IMOで採択されたが、批准国数が発効要件に達していないため未だ未発

効である。同条約への関心が低いことは周知の事実だが、国際油濁補償基金総会の下に設置された HNS

Focus Groupでは、懸念を多少なりとも解決し、かつ批准を促進することを目的に条約改正の議定書案を

作成することとしている。委員会は、同条約の早期批准が海運業界の関心事であることで一致しており、

また、同条約の枠組内で解決が図られることを望んでいる。しかしながら、議定書案により解決が図ら

れるのであれば、委員会は、それが国際的な制度であること、かつ船主と貨物関係者との責任分担の原

則が弱められないことを条件に支持をする。委員会は、特に LNG会計の問題について、輸入側と輸出側

の双方が納得する道筋が立てられていないことを懸念した。

委員会は、欧州議会と欧州閣僚理事会で提案された船主の民事責任と金銭的保証に関する指令案の潜

在的な影響について懸念を表明した。現在未発効の条約を批准するとした点は是認するが、委員会が懸
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１

内外情報

賃金の値上げおよび労働条件の改善要求
―２００８年港湾春闘の模様―

１．春闘の争点

例年春闘は中央団交が船内賃金団交より２週間

程先行して展開されていたが、昨年同様、今年の

春闘も、「制度交渉と船内賃金交渉を一体的に取り

組み、両交渉を平行して進めていく」という組合

側（全国港湾労働組合協議会：全国港湾、全日本港

湾運輸労働組合同盟：港運同盟）の戦術に沿って

２月１３日に中央団交（制度交渉）と船内賃金団交

（賃金交渉）が同時にスタートする展開となった。

組合側は、�港湾秩序維持・雇用と職域確保（新

規参入阻止、違法派遣の撲滅、石綿問題）、�賃金

引上げ（産別制度賃金）、�産別労働協定の順守と

協定整理といった課題を主要な争点と位置づけ、

例年以上に制度・個別賃金交渉に力点を置いた交

渉を展開していく方針を示し、昨年春闘に引き続

き傘下の各労組が統一回答指定日を３月２６日に設

定して職場総がかりで春闘を構築するとした。ま

た、産別制度賃金に関しては、従来の４０歳３５５，４００

円のポイント要求を変更し、現行“あるべき賃金”

の０４年改定額を以って“港湾労働者の基準賃金”

として要求した。また、船内賃金交渉では組合側

（港湾荷役事業関係労働組合協議会：港荷労協）

は制度賃金要求にリンクさせる形で昨年要求（基

準内１６，０００円）から引き上げて「基準内賃金月額

平均２０，０００円」を要求した。

２．労使交渉経緯

＜制度関係＞

２月１３日 第１回中央団交

労側より「０８年度労働条件改善に関する要求書」

念しているのは、例えば、責任限度額まで速やかに被害者補償がなされることを確実にしている P&I

保険の証書と責任制限の役割について混乱が生じ得ることである。委員会は、議長国により提出された

妥協案に留意したが、依然として指令案との潜在的な関係について大きな懸念を有している。

委員会は、燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約（バンカー条約）が２００８年１１

月２１日に発効することに留意した。条約締約国に登録または、締約国の港に入港、出港する１，０００G�T

以上の船舶は、締約国が発行する金銭的保証の証書を備え付けなければならない。条約を批准している

のは２０カ国にすぎないが、証書を必要とする船舶の数は非常に膨大である。このため委員会は、締約国

と国際 P&Iグループに対し、締約国で貿易を行う船舶へ関連の証書を供給する問題に早急に取り組むこ

とを促した。

委員会は、IMO関連条約の下で全ての船舶が利用できるモデル保険証書の作成を IMO事務局に依頼し

た２００７年１０月の IMO第９３回法律委員会の決定を支持する。こうした単一の保険証書は、国際貿易におけ

る船舶運航面での簡易化につながるものである。

委員会の次回会合は、２００８年６月３日、ASF第１７回総会に先立ち中国、海南島で開催される。
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が提出され、回答指定日を３月２６日とする以下の

１０要求項目について趣旨説明がおこなわれた。

� 雇用と就労の安定化と労働環境整備

� 産別協定の完全実施の具体化

� 産別賃金制度の維持・拡充

� 時間外割り増し算定基礎時間の改定

� アスベスト対策

� 福利厚生施設の維持・充実

� 港湾労働者運営基金の継続・引き上げ

� 「港湾労働者生活保障基金」制度の充実

	 年末年始特別例外荷役の労働環境整備につい

ての協議促進


 港湾労働者の大幅賃金引上げを実施するため

の加盟店社の指導

これに対して業側は、要求に対する地区およ

び部会の回答を集約する必要があり、時間的猶

予を要請、３月１２日の次回中央団交を申し入れ、

労側もこれを了承し、交渉を打ち切った。

３月１２日 第２回中央団交

冒頭、業側より、賃金については主要港と地方

港との格差の拡がり等により、現状では全港・全

職種統一した対応は困難であり、また、企業内の

個別交渉で整理されるべきものであり、中央団交

の場にそぐわない問題であるとの考え方が示され、

労側に「０８年度労働条件改善に関する要求書」に

対して項目毎に回答するも、組合側は「現状を全

く認識していない回答と言わざるを得ず、再考を

求める」とし、交渉を打ち切った。

３月２７日 第３回中央団交

業側より業側内部で調整したが、時間外や基準

賃金等について統一した回答はまとめられず、次

回交渉までに回答するとの見解が示された。労側

は次回交渉で進展がない場合は、実力行使もあり

得るとし交渉を打ち切った。労側は団交終了後に

幹事会を実施し、次回交渉でも進展がない場合は

４月６日（日）の始業時から翌７日（月）までの２４時

間ストライキを構えることを確認した。

４月２日 第４回中央団交

業側より、労側の要求全般に対して逐条回答が

おこなわれた。１０項目の要求内容のうち、労働環

境の整備・改善に関する要求（基準賃金の設定、

産別最低賃金の改定と法定化、時間外割増率の改

定、時間外割増分母の改定）についての業側回答

に進展がないとの理由から、労側は、このまま平

和的交渉を続けても前進は不可能とし、なお団体

交渉の申し入れには応ずる用意があるとしながら

も、４月６日（日）０８：００～翌７日（月）０８：００までの

２４時間の全港・全職種の就労拒否および荷役阻止

行動、抜港船・スト破り行為等に対する上乗せ行

動が通告され、交渉は決裂。

４月６～７日 全国日曜スト実施

４月６日（日）０８：００～翌７日（月）０８：００（２４時間）

の日曜ストライキを実施。

４月９日 ７２時間スト通告

全国港湾労働組合協議会（全国港湾）は日本港

運協会に対して、全港・全職種を対象に１９日（土）

０８：００～２２日（火）０８：００（７２時間）のストライキを

通告。

４月１７日 第５回中央団交

業側より回答の提示後、休憩を挟み最終的に妥

結に達し、仮協定書および仮覚書が締結され、労

側はスト指令を解除。
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［仮協定書］

１．雇用と就労の安定化並びに労働環境整備について

� コンテナターミナルにおける CY作業自動化に係わる雇用問題については自動化の実現の有無に拘

わらず、全体的な視野に立って業域・職域の確保・拡大に努めると共に現要員の雇用と就労の保障

に努力する。

� 港頭地区における常用港湾労働者の就労は法令に基づくこととする。また、港湾倉庫機能の多様

化に伴う付帯作業・関連作業については、労使共同で積極的に関与し、常用港湾労働者の就労機会

の増加に努める。

� 時間外割増率の改定等については、個別の実態調査を行った上で、労使政策委員会で協議し策定

する。

２．産別協定の順守について

１９７２年協定に基づき締結された各港湾産別協定は順守する。

３．産別賃金制度の維持と拡充について

� 港湾労働者の基準賃金の設定については、実態調査等を行った上で、労使政策委員会で協議し策

定する。

� 産別最低賃金の改定については、個別各社賃金交渉終了後に「賃金・労働時間問題専門委員会」

で協議する。

� 検数・検定労働者の標準者賃金については、個別各社賃金交渉終了後に「賃金・労働時間問題専

門委員会」で協議する。

４．時間外割増算定基礎時間については１５２時間とする。

５．石綿（アスベスト）対策について

� 被災対策について国の関与を求める等、労使一体となって取り組みを強化する。

� 基金の拡充と健康診断、健康管理手帳の交付、労災補償等々の詳細並びに運営窓口内容等につい

て引き続き石綿対策小委員会で協議する。

６．福利厚生施設の維持・拡充について

福利厚生施設の維持・拡充を図るよう引き続き努力する。

７．港湾労働者運営基金について

港湾労働対策の協力金として２００８年度より２０１０年度（２００８年４月１日～２０１１年３月３１日）の３ヵ年間コ

ンテナトン当たり１円を確保する。

８．年末年始特別例外荷役について

労使政策委員会で早急に協議し、２００８年９月末を目途にその取扱いについて結論を得る。

［仮覚書］

２００８年度労働条件改善に関する要求書１－（１）の名古屋港 TCBに関して下記の通り確認し覚書とする。

� スーパー中枢港湾構想にかかる名古屋港 TCBにおける社会実験（第１次実験：RTG遠隔操作及び第

２次実験：AGV）をそれぞれ検証し本稼動に当たっては、改めて協議する。

� コンテナターミナルにおける CY作業における自動化については、現在の環境下では名古屋港以外に

波及させない。しかし港湾に著しい環境変化が起った時には協議する。
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＜賃金関係＞

２月１３日 第１回船内賃金交渉（第１回船内労使

協議会）

組合側（港湾荷役事業関係労働組合協議会：港

荷労協）から２月７日に使用者側（日本港運協会

船内経営者協議会：船経協）に提出された要求内

容の趣旨説明が行われた。賃上げについては、産

別労働協約を履行する上で、基準内月額平均８万

円の段階的値上げを行うことを要求。その上で、

本年度については基準内月額平均２０，０００円の引き

上げを求めた。（昨年要求額は基準内１６，０００円）

� 産別労働協約を完全履行すること。

� 港湾倉庫内労働者は全て常用港湾労働者であ

ること。企業常用港湾労働者派遣制度以外の雇

用形態を直ちに廃止すること等。

� 退職金３５年勤続２，２００万円、４２年３，０００万円へ引

き上げること。

� 以上の要求について、３月２６日までに満額回

答を行うこと。

使用者側からは「料金収受が厳しく、労側の要

求は重い」との説明が行われた。

３月１２日 第２回船内賃金交渉（第２回船内労使

協議会）

業側より、「労側の要求に対し誠意ある回答を行

うべく、交渉前段で協議したが纏らず、次回まで

引き続き業内取り纏めの時間を頂きたい」との意

思表明が行われた。これに対し労側は「誠意ある

回答を纏めるためには時間の猶予は致し方ないと

判断する。次回まで業内取り纏めに努めて頂きた

い」との表明を行い了承した。

３月２１日 第３回船内賃金交渉（神戸）（第３回船

内労使協議会）

業側より実のある回答をまとめるに至らなかっ

たとし、再度、全項目に亘り回答を留保。労側は

幹事会にて業側の申し入れを了承。

３月２６日 第４回船内賃金交渉（第４回船内労使

協議会）

業側より昨年の妥結額と同額の基準内月額４，０００

円の回答あるも、労側はこの金額を不満とし、口

頭にて行動の自由を留保することを業側に通告し

交渉を打ち切った。（０７年妥結額：基準内４，０００円＋

基準外一時金月額２，０００円）

４月２日 第５回船内賃金交渉（第１回船内団交）

業側は「前回交渉で提示した４，０００円という意味

を理解して欲しい」として上積み回答は提示せず、

交渉決裂。労側は全国港湾と同様の４月６日（日）

０８：００～翌７日（月）０８：００の２４時間ストライキ、

さらに港荷労協独自の実力行使として４月１２日（土）

０８：００～１４日（月）０８：００の４８時間ストライキを上乗

せして業側に通告した。

４月６～７日 全国日曜スト実施

４月６日（日）０８：００～翌７日（月）０８：００（２４時間）

の日曜ストライキを実施。

４月８日 第６回船内賃金交渉（第２回船内団交）

業側より１，０００円上積みした基準内月額一律５，０００

円を回答。合意には至らなかったが、労側（港荷

労協）は業側の回答を評価し、１２日から予定して

いた４８時間ストを留保。その上で新たに１９日（土）、

２０日（日）の４８時間の就労拒否および荷役阻止行動、

抜港船・スト破り行為等に対する上乗せ行動（争

議通告２号）を業側に通告した。

４月９日 ７２時間スト通告

日本港湾労働組合連合会（日港労連）は日本港
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運協会船内経営者協議会（船経協）に対して、全

港・全職種を対象に１９日（土）０８：００～２２日（火）０８：００

（７２時間）のストライキを通告。（争議通告３号）

４月１７日 第７回船内賃金交渉（第３回船内団交）

業側より５００円上積みした基準内月額一律５，５００円

＋一時金月額１，０００円（年額１２，０００円）を回答が提

示され、労側はこれを受け入れたことにより港荷

労協の１９日（土）０８：００～２０日（日）０８：００（４８時間）

のストライキは回避された。

［仮協定書］

１．賃金について

� 基準内賃金について、平均又は単純職階平均、月額５，５００円を値上げする。但し、定期昇給、年功

給等を含む。

� 実施日は２００８年（平成２０年）４月１日とする。

� 一時金について、港間、企業間格差が生じている実態のもとで、一律の年間協定及び年間支給額

を基準内月額賃金の６ヶ月分に引き上げることは困難であるが、一時金のあり方等について、引き

続き各港・各企業で協議する。

� 所定外労働割増の問題については、中央産別協議に沿った形で対応する。

２．適正作業料金の収受について

直接収受制度を確立することは困難であるが、適正作業料金の収受について各港・各企業で最大限努

力する。

３．働き方に関する産別労働協約の完全履行について

中央産別協定と密接な関係にあるので、これに沿って対応する。

４．雇用・職域の確保・拡大策の確立

� 港湾倉庫構内における労働者の雇用並びに企業常用港湾労働者派遣制度以外の雇用については、

雇用主団体として、港湾運送事業法並びに港湾労働法に沿って違法行為がないよう対応する。なお、

雇用秩序維持のため専門委員会を労使で設置する。

� 港運現業労働者によるコンテナターミナルの運営策並びに労使合意の無いコンテナターミナルの

再編・集約については、中央産別協定と密接な関係にあるので、これに沿って対応する。

５．定年延長について

定年延長の問題については、２００８年４月１日付「６５歳までの雇用延長に関する確認書」を順守する。

なお、６５歳までの定年延長制度の導入の時期・あり方については、引き続き専門委員会で協議する。

６．退職金の引き上げについて

退職金の問題については、専門委員会で引続き協議する。

７．労働安全、衛生の確保と確立について

労働安全、衛生の確保と確立の問題については、専門委員会で引続き協議する。
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３．総 括

今春闘は８年ぶりの実施となった昨年に続き、

２年連続となる全国規模での日曜ストライキが４

月６日に実施されたが、４月１９日からの第２次７２

時間ストライキ実施直前の１７日に制度、賃金とも

妥結したことで収束した。４月６日のストライキ

により一定の影響が出た船舶は約９０隻とされる。

我々に関係する主な労使合意事項は、�港湾労

働者運営基金の３年間の延長、�名古屋港TCBでの

自動化の社会実験を検証、本格稼動に当っては改

めて協議し、現在の環境下では名古屋港以外に波

及させないこと、�アスベスト被災対策への国の

関与を求める等、労使一体となっての取組みを強

化すること等がある。また、賃金については、基準

内賃金月額平均５，５００円、基準外月額一律１，０００円の

値上げとなった。（昨年は夫 ４々，０００円、２，０００円）

我々船港協は日港協との協議において、港湾労

働者運営基金（港湾労働対策への協力として全港

のコンテナを対象にトン当たり１円を拠出）を３

年間継続することで合意した。また日港協尾崎会

長より届出料金の完全収受実施に向けての協力が

要請された。

（企画部・港湾協議会：鈴木）

［仮覚書］

１．２００８年賃金値上げについては、基準内賃金の値上げとは別に一時金として、月額１人一律１，０００円（年

額１２，０００円）を支給する。

２．支給期間は、平成２０年４月以降、平成２１年３月末日とし支給時期等は各港・各企業協議とする。

「第１１回海運セミナー」を開催

当協会は、２００８年４月９日（水）に海運クラブにおいて「第１１回海運セミナー」を開催した。

昨年１２月の「平成２０年度与党税制改正大綱」において、これまで当協会が強く要望していた「ト

ン数標準税制」の導入や、「外航用コンテナに係る固定資産税の軽減措置」など租税特別措置の延長

が認められたが、当日は、これら税制に早くからご理解をいただいた自民党の菅義偉衆議院議員を

お招きし、「新しい国のかたちと今後の政治情勢」をテーマにご講演いただき、当協会会員会社はじ

め海事関係者約７０名が出席した。 （企画部：齋藤）

▲講演する菅義偉自民党衆議院議員 ▲会場のようす
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竹本直一衆議院議員との懇談会および
海事局幹部との懇談会を開催

当協会は、去る４月２３日（水）開催の常任理事会に先立ち、竹本直一衆議院議員（衆議院国土交通

委員長）との懇談会を開催、引き続き海事局幹部との懇談会を行った。当協会からは前川会長、宮

原・芦田・杉山・上野・飯塚各副会長はじめ常任理事が出席した。概要は以下の通り。

竹本衆議院議員との懇談会では、竹本先生から、他国の与野党のねじれ状況や米国のイラク政策、

後期高齢者医療制度導入の経緯、サブプライムローン問題を例とした経済政策の難しさについて等、

幅広い話題について発言があり、当協会からは、外航海運における為替変動のリスクや原油価格高

騰に対しての懸念、ソマリア沖でタンカーが襲撃されたことに関して船舶の安全航行等についての

発言があり、活発な意見交換が行われた。また、ねじれ国会の影響等で審議が遅れているトン数標

準税制（以下、トン数税制）に関する海上運送法の一部改正案の審議見通しについての当協会から

の質問に対し、竹本先生より、本法案は民主党の賛同も得ているので今国会で必ず成立させるよう

にするとの力強いお言葉をいただいた。

海事局幹部との懇談会では、はじめに春成局長より、ソマリア沖でのタンカー被弾について、注

意喚起を行うなど国交省・政府全体での対応を行うこと、船舶特別償却制度の維持の必要性、トン

数税制関係法案の国会審議の見通しについての説明があった。その後、染矢技術審議官より「国際

海運における大気汚染防止及び温室効果ガス（GHG）対策」について、岡西外航課長より「マラッ

カ・シンガポール海峡の航行安全対策」について説明があり、意見交換を行った。また、３ヶ月に

一度程度を目安に継続して懇談会を開催していくことを確認した。

（総務部：大森）

▲竹本直一衆議院議員（衆議院国土交通委員長） ▲海事局幹部との懇談会の模様
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当協会飯塚副会長、トン数標準税制関係法案の早期成立と
船舶特別償却制度の存続を要望

―海事振興連盟「大分タウンミーティング」の模様―

超党派の国会議員でつくる海事振興連盟（会長：中馬弘毅衆議院議員）は、４月１９日（土）、『大分タ

ウンミーティング』を大分県臼杵市（臼杵市中央公民館）に於いて開催した。

同会合では、国会議員と大分県を中心とした造船業界、海運業界、旅客船業界の関係者約４５０名（主

な参加者は【資料１】参照）が参加し、地域海事関連産業振興のために海事産業の人材育成を中心し

た「造船業界の技能・技術の伝承」、「海運業界の人材育成」等について意見交換を行い、同連盟「大

分決議」（【資料２】参照）を取りまとめた。

当協会飯塚副会長からは、わが国のトン数標準税制の関係法案の早期成立をはじめ、平成２１年３月

末で適用期限の到来する船舶特別償却制度の存続について要望を行った。わが国の償却制度は、主要

海運国の償却制度と比較しても大きく見劣りしたものとなっていることから、船舶特別償却制度の維

持について協力いただけるよう訴えた。

テーマの中心である海事産業の人材育成に関して、水産系教育機関である大分県立海洋科学高等学

校児玉教頭からは、内航船員の高齢化、船員不足などが言われているなかで、本科（水産高校３年間

でのカリキュラム）を卒業する生徒を対象とする求人は少なく、海事産業への就職になかなか結びつ

かない現状の紹介があった。その上で、今後の人材確保のためにも学生の職場体験などで企業との結

び付きをさらに強くするべきとされた。

また、九州地方海運組合連合会木許会長は、内航船員不足問題として、７４９総トン未満の小型船では

６０歳前後の高齢化した船員が多数を占め、近い将来、船員不足で船が止まる事を危惧するとともに、

行政において適正な指導と支援をお願いしたい旨、意見が出された。

会合の終わりに際して、主催者である衛藤征士郎衆議院議員は、「採択された『大分決議』を踏まえ

て、産官学が連携を密にし、国策として取り組まねばならない」と語った。

（企画部：松本）

▲挨拶する衛藤征士郎衆議院議員
（海事振興連盟副会長兼事務総長） ▲外航海運の現状と課題について発言する飯塚当協会副会長
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【資料１】

海事振興連盟『大分タウンミーティング』 主な参加者

《国会議員》

主 催 衛 藤 征士郎 衆議院議員（海事振興連盟 副会長兼事務総長）

岩 屋 毅 衆議院議員

重 野 安 正 衆議院議員

吉 良 州 司 衆議院議員

広 津 素 子 衆議院議員

礒 崎 陽 輔 参議院議員

《来賓関係》

臼 杵 市 長 後 藤 國 利 殿

大 分 県 副 知 事 平 野 昭 殿

長 崎 県 副 知 事 藤 井 健 殿

大 分 県 議 会 議 員 志 村 学 殿

国 土 交 通 省 海 事 局 長 春 成 誠 殿

国土交通省大臣官房技術審議官 染 矢 隆 一 殿

国土交通省九州運 輸 局 長 大 黒 伊勢夫 殿

《発 言 者》

１．日本の造船業を活性化させるための教育・人材育成のあり方について

九州大学大学院工学研究院海洋システム工学部門 教 授 新開 明二 殿

２．造船業界の技能・技術の伝承について

大分地域造船技術センター 会 長 福嶋 �人 殿

３．商船高等専門学校の高度化再編について

弓 削 商 船 高 等 専 門 学 校 学校長 落合 敏邦 殿

４．水産・海洋高等学校の現状

大分県立海洋科学高等学校 教 頭 児玉 博和 殿

５．内航船員不足問題について

九州地方海運組合連合会 会 長 木許 作太 殿

６．外航海運業の現状と課題

日 本 船 主 協 会 副会長 飯塚 孜 殿

７．外航オーナー会社が直面している船員確保の現状

外 航 オ ー ナ ー ズ 協 会 副会長 林 忠男 殿

【資料２】

平成２０年４月１９日

海 事 振 興 連 盟

海事振興連盟 大分決議

ここ大分は、瀬戸内海の西に位置し、豊後水道により外海につながる交通至便の地であり県土

の南部はリアス式海岸で水深深く良港に恵まれ、海運業、造船業など海事関連産業が隆盛な地で

ある。

本日、海事振興連盟 大分タウンミーティングを開催し、地域海事関連産業振興のために「海
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事産業の人材育成」、特に「造船業界の技能・技術の伝承」、「海運業界の人材育成」等をはじめ

として「旅客フェリー・離島航路の振興」、「内航海運及び外航海運業の現状と課題」について

議論した。

当連盟としては、これらの議論を踏まえ、地域海事関連産業の振興を図るために、

１．造船関係については、

� 団塊世代の退職に伴う、大規模な世代交代の到来により、中堅・若手社員を中心とした

人材確保と技能・技術の伝承の対応が急務

� 造船産業集積地域の特性を活かした専門高校における人材育成

� 外国人研修・技能実習制度の規制緩和（期間延長と受け入れ枠拡大）

� 環境規制の強化に伴う設備投資に対する支援措置

２．海事関連の教育機関については、

� 水産・海洋系高校における教育の一つである海技士養成は、内航船員の確保に重要な役

割を担っているため、水産・海洋系高校の教育の一層の促進と充実

� 商船高等専門学校の学生の進路先である海事産業の魅力化

３．旅客フェリー、離島航路については、

燃料費の高騰に伴うコスト増への対応、特に離島住民のライフラインの維持

４．内航海運については、

� 船員不足に対応した人材の確保・育成の推進

� 内航船の代替建造促進

� 内航海運暫定措置事業の円滑かつ着実な実施

� 高騰した燃料油の運賃等への円滑な転嫁

５．外航海運については、

トン数標準税制関係の法案の早期成立

といった施策等の推進が、極めて重要な課題であることを認識し、関係者一体となってその実

現に向けた支援に取り組んでいく。

また、平成２１年３月末に期限を迎える「船舶の特別償却制度」について、外航海運の国際競

争力の確保、内航老朽船の代替促進及び内航海運事業者・国内旅客船事業者の経営基盤強化は

もとより、造船業等他の海事関連産業や他の産業にもその効果は及んでいるものであり、本制

度の維持に取り組んでいく。

また、海事関連産業の振興、特に人材確保のためには、海事活動と、これを支える海事産業

の重要性を国民に訴え、世代を問わず広く国民が海や船に親しむ機会を増加させることが重要

であり、それを促進する具体的な広報活動を強化する必要がある。加えて、国、自治体、産業

界、教育機関等の関係者が連携し、地域の特性を活かした「海のまちづくり」の推進を図って

いく。

また、現在工事中の東九州自動車道の早期完成は、港湾の整備とともに、広域の物流がなさ

れ、企業立地が積極的に推進されることとなり、海事産業の更なる発展に大きく寄与するもの

である。

当連盟としては、このような活動に対し必要な協力を惜しまない。

以上、決議する。

14●せんきょう May 2008



氷川丸リニューアルオープン記念式典開催

１９３０年（昭和５年）に竣工し、シアトル

航路の貨客船として活躍、その後様々な変

遷を経て１９６０年に現役を引退、横浜の山下

公園に係留されて、以降４７年間にわたって

人々に親しまれ、海や船への夢やあこがれ

を与え続けてきた「氷川丸」（１１，６２２GT）が、

シアトル航路で外航貨客船として活躍した

時代の一等ダイニングルームなどをアール

・デコ様式にリアルに再現されてリニュー

アルされ、一般公開に先立ち、去る４月１６

日（水）に約３００名が集まる中、記念式典が

開催された。歴史的な船が就航当時に復元されて公開されることとなり、海事思想の普及に大きな

役割を果たして行くことが期待される。

なお、４月２５日（金）より以下の通り一般

公開されている。

開館時間：１０：００～１７：００

（入館は１６：３０まで）

休 館 日：月曜日

（祝日の場合は開館、翌日閉

館）、臨時休館日

入 館 料：一般 ２００円

シニア（７０歳以上）、小中高生 １００円

障がい者（含む介護者１名）無料

所 在 地：横浜市中区山下町山下公園地先

Tel：０４５－６４１－４３６２

（総務部：�橋）
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小学生（�年生）が船の進水式を見学
去る平成２０年５月８日、今治の浅川造

船所において、地元の今治市立立花小学

校の５年生８７名ならびに教諭３名が、進

水式（VALENTINE８，２６０総トン）に招か

れ、その模様を見学した。当日は晴天の

下、式が取り進められたが、今では珍し

い餅まきも行われ、児童たちは台上から

降ってくる餅を受け取ろうと歓声を上げ

た。その後、多くの関係者や造船所の方

々に見守られながら進水が行われた。子

供たちは、目の前で大きな船がスルスル

と進水していく様を固唾を呑んで見守っ

ていたが、見事に進水すると歓声を上げ

た。これほど大きな建造物が、瞬く間に

海上に滑っていき、彼方に浮かぶことと

なろうとは想像していなかったに違いな

い。この情景は深く子供達の記憶に残る

であろう。

この見学会は、（社）日本中小型造船工

業会が、次代を担う小学生に海事産業が

大切な産業であることを認識してもらう

ために平成１７年より実施しているもので、

今回は地元の今治商工会議所の協力を得

て開催され、子供達（先生を含む）は造

船所の他、舶用機器メーカー（渦潮電気

株式会社）を見学し、海事産業について

認識を深めた。

なお、当協会からは DVD「日本の海運」

や各種パンフレットなどの資料提供を行

ない行事を支援した。

（総務部：�橋）

▲進水式に招かれた小学生

▲歓声が上がる餅まき

▲進水した船をバックにクラス毎に記念撮影する子供達
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メ ン バ ー 紹 介 

主要データ

会社概要

会 社 名 上野トランステック株式会社

本社所在地 〒２３１�００２３神奈川県横浜市中区
山下町４６番地

（営業部門） 〒１３５�８０７４東京都港区台場
２丁目３番２号

台場フロンティアビル１０階

海外現地法人 シンガポール、フィリピン他

創業年月 １８６９年３月

資 本 金 ４８０百万円

従業員数 ２９５名（陸上１６８名、海上１２７名）

事業内容 海上運送業、産業廃棄物収集運搬業、

貨物運送取扱業

グループ会社 上野興産�、旭日通産�、東日本上野
輸送�、西日本上野輸送�他３１社

No.11 上野トランステック株式会社

▲営業部門の入居する台場フロンティアビル

▲代表取締役社長 上野 善 ▲ロゴマークとファンネルマーク
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社 是

社是「別是一壷天」（べつにこれいっこのてん）

社会の小単位である家族がお互いに信頼し合い、

助け合ってそれぞれの勤めを果たしていけば、そ

こには一個の平和で明るい壷の中のような世界が

広がっているということを表した言葉で、これを

職場や地域に広げていくことによって必ず平和で

幸福な理想社会が実現されるというものです。

この社是を社員一人ひとりの行動原則として具

体化し、２００５年に「行動憲章」を制定しました。

これは、私たちの責任と私たちの行動の２部構成

となっていて、「私たちの責任」では社会、地球環

境、安全、情報保護、顧客、協力会社、従業員と

いったすべての利害関係者に対する責任を宣言し、

「私たちの行動」ではこの責任を果たすための行

動を記しています。

社是はいつも心の中に、そして行動憲章は私た

ちの指針として実際に役立てることが出来るよう

な仕組みづくりをしています。

▲社是写真

組織図
株 主 総 会

取 締 役 会 監 査 役 会

経 営 会 議 内部監査グループ

執 行 役 員 会

内 航 事 業 本 部

第１チーム（白油）営 業 グ ル ー プ

第２チーム（黒油）
名 古 屋 営 業 所

大 阪 営 業 所

ケミカル事業本部

汎用ケミカルグループ 第１チーム（ケミカル営業・小型近海）

第２チーム（ケミカル配船）
特 殊 船 グ ル ー プ

海 外 事 業 本 部

ビ ジ ネ ス グ ル ー プ

業務・開発グループ

オクサリス事業グループ

ＳＵＮ事業グループ

外航環境安全グループ

陸 運 事 業 本 部

陸運環境安全グループ

デリバリーグループ ＪＬＳチーム

デリバリーチーム
営 業 グ ル ー プ

北海道駐在事務所

環 境 安 全 室 第１チーム
海 務 グ ル ー プ 第２チーム
内航環境安全グループ

営 業 企 画 グ ル ー プ 海運チーム

陸運チーム
ＱＭＳ�ＥＭＳ推進室 オフィスサポートチーム
秘 書 グ ル ー プ 企画チーム
人 事 グ ル ー プ

企 画 管 理 グ ル ー プ

OXALIS SHIPPING CO. PTE, LTD〈現地法人〉
SU NAVIGATION PTE LTD.

UYENO HANA TRANSIA S. A.
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歴 史

１８６９年（明治２年） 上野金次郎、横浜で帆船問屋

「丸井屋」を創業

１９００年（明治３３年） 昭和シェル石油の前身ライジ

ングサン石油の石油輸送開始

１９２６年（大正１５年・昭和元年） 合名会社「上野運

輸商会」に改組

１９４９年（昭和２４年） シェル石油全製品の海上輸送

を委託

１９６２年（昭和３７年） ケミカル部門を分離し、「上野

ケミカル運輸」設立

１９７５年（昭和５０年） 株式会社上野運輸商会に改組

１９７７年（昭和５２年） シンガポールに「オクサリス

・シッピング」設立

１９９８年（平成１０年） 上野運輸商会と上野ケミカル

運輸を統合し、「上野トランス

テック」を設立

２０００年（平成１２年） 上野トランステック、輸送基

盤強化のため平和汽船株式会

社の営業権を取得

２００４年（平成１６年） シンガポールに現地法人SU

NAVIGATION Pte Ltdを設立

２００５年（平成１７年） 小型外航ケミカルタンカー会

社UYENO HANA TRANSIA

S. A.を設立
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▲周辺地図

入会日・所属地区 １９９８年４月１日

（京浜地区船主会所属）

所在地＆周辺案内

営業部門のある台場フロンティアビルからはレ

インボーブリッジやお台場海浜公園を眺めること

ができ、ビル１階には昭和シェル石油さんのシェ

ルミュージアムでＦ１グッズ購入や本物のＦ１カ

ーを見ることが出来ます。

ホームページ

トップページ画面

http：��www.uyeno-group.co.jp�

ある社員の会社生活

～内航事業本部営業グループ配船担当

（担当３年目）～

海運部門は、タンカーによる日本国内の石油・

ケミカル製品の輸送を担う内航と東・東南アジア

間を運航する外航によって構成されています。そ

の中で、私が担当するのが内航石油タンカーの運

航管理です。

�まずはすべての船舶の状況を確認。

朝８時に出社して先ず行うのは、担当する３０隻

の船舶の状況確認。船舶の現在位置、次の入港予

定地、入港予定時刻、運行状況、天候など、毎日

船長と連絡を取って確認していきます。

�さながら株式トレーダー?!

運航管理、それはまるで詳細なパズルをはめて

いくような作業です。石油を精製する製油所、貯

蔵する油層所が全国にあります。それぞれの製油

のタイミング、需要地での出荷状況、荷主の要望

と、それぞれの船の状況を踏まえ、もっとも効果

的かつ収益の上がる配船アレンジを組んでいかな

ければなりません。毎日船長に連絡し、船舶代理

店への連絡確認を行い、日々刻々と変わっていく

状況に対応する様は、さながら株式トレーダーの

ようでもあります。

�細心の注意と、大胆な判断。

そして、人間関係が大切な仕事。

細心の注意と大胆な判断が要求され、迷うこと

もしばしば。そしてもう一つ、様々な人間と関わ

る仕事だけに、コミュニケーションが重要な仕事

でもあります。これからも安全運航に努めていき

たいと思います。
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紹 
介 

船 
の 

鶴祥丸�第一船舶株式会社

�船の主要データ�
船 名：鶴祥丸（かくしょうまる）

船 籍 港：大阪

総トン数：４，７４４トン

重量トン数：４，５００M�T
全 長：１０５．００ｍ

型 幅：１７．５０ｍ

船 種：石炭灰・炭酸カルシウム専用船

航海速力：１３．０ノット

�船の生い立ち�
本船は、１９８２年に竣工した清澄丸の代替として、

２００８年４月に株式会社かんでんエンジニアリング

との長期用船契約のもと、株式会社三浦造船所に

て竣工しました。

�貨物・航路の状況�
本船は石炭炊き火力発電所にて発生する石炭灰、

並びに発電所の排ガス処理に必要な炭酸カルシウ

ムを運搬する専用船です。石炭灰は石炭炊き火力

発電所においては、稼動に伴い必ず発生するもの

で、安定稼動のためにはその処理が必須になりま

す。また、炭酸カルシウムは石炭燃焼により発生

する排煙中の硫黄酸化物と反応しその除去のため

欠かせないものです。

その１２

▲デッキ上
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航路は主として、発電所が位置する舞鶴から九

州・四国・瀬戸内海方面への石炭灰輸送、並びに

その反対の炭酸カルシウム輸送となっています。

年間７０航海程度を目標に連日の稼動が見込まれて

いますが、荷主殿である発電所にとって生命線で

もありますので、荷主殿の期待に応え安定・安全

輸送に勤めていく所存です。

�本船の特徴�
本船の第一の特徴は、SUL（セルフアンローデ

ィング）設備として、スウェーデンのマクレゴー

社製の荷役装置の搭載です。これは従来の同種船

と違い、船内輸送装置としてスクリューコンベヤ

ーを採用しています。この装置の採用により、内

航船とはいえ浸水時の国際基準をクリヤーすると

ともに、バケットエレベーターの不採用により前

方視界が大幅に改善されること等、安全面に配慮

しております。

第二の特徴は、甲板上ブリッジ前面にアンチロ

ーリングタンクを設置し、冬季日本海を恒常的に

運航する本船にとって、宿命でもある荒天航行時

の動揺を少しでも減少させ、運航効率の向上なら

びに乗組員の居住環境の改善を図っています。貨

物船へのアンチローリングタンクの搭載は極めて

稀で、画期的な採用だと自負しております。

その他荷役設備関係では、主要貨物である石炭

灰輸送には宿命とも云える吸湿による居付きを防

止するため、荷役装置に供給する空気を乾燥させ

るための大型ドライヤーの設置、更には念を入れ

バイブレーターを設置し、居付き防止に万全を期

しております。

航行並びに操縦性能関係では、可変ピッチプロ

ペラとベクツインラダーの併用採用と大容量船首

スラスターの設置、更にこれらをコンピューター

制御するジョイスティックの導入により、離着岸

操船性能の飛躍的な向上を実現しました。また、

船橋は船側まで延長し、雨天等の悪天候時も船橋

内で操船可能として、船長の負担軽減を図ってい

ます。

船名の由来

鶴祥丸の「鶴」は前述しました発電所の所在地

であり本船のホームポートでもある舞鶴から取っ

ています。「祥」はめでたい兆しとの意で、素晴ら

しい名前と関係者にも好評を頂いております。

�鶴祥丸エピソード�

船主支給の荷役装置の件

� 荷役装置がスウェーデン製のため、納期が事

前の予定通り行かず度々変更になった。そのた

め航空便の利用、輸入代理店、関係税関への何

度かのお願いを含め、納期の短縮には苦労ささ

れた。

� サービスエンジニアとのコミュニケーション

当然のことながらメーカーのサービスエンジ

▲CCR風景

▲船橋ウィングジョイスティック
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ニアは外国人。コミュニケーションは否応なし

に英語となるが、細かい点での意思疎通は思う

ようには行かなかった。

幸いなことに、三浦造船所の営業のＦ氏が英

語に堪能だったため、彼を介して現場での意思

疎通がスムーズに行くようになり事なきを得た。

� 現場工程の遅れ

今回採用した荷役装置は造船所側にとっても

経験が少なく、工程が遅れがちになり、現場監

督、サービスエンジニアが連日連夜顔を突き合

わせ頭を悩ませていた。最終的に工程通り完工

し試運転が無事終了した夜は、関係者が集まっ

てビールでの乾杯となったが、その時の皆のほ

っとすると同時に満面の笑みは今でも忘れられ

ない。

アンチローリングタンク

当初計画は効果の大きいフィンスタビライザー

の設置を考えていたが、さすがに費用が莫大なこ

と、また設置場所の制限等により代替案を検討し

た結果、アンチローリングタンク（減揺装置）を

採用することに決定した。設計段階で図面上での

寸法確認はしていたが、実際に現場に搭載された

ときの率直な感想は、「一体これは？？？。パリの

凱旋門か、はたまたどこかのお寺の山門か�」と
目を見張ったものでした。この時点でまだ居住区

が搭載されていなかったため、余計に巨大に見え

強く印象に残ったのだと思います。

本船の竣工が４月でまだ出番はありませんが、

威力を発揮する日が来るのが待ち遠しくもありま

す。

その他

本船は（株）かんでんエンジニアリング、第一中

央汽船（株）および当社第一船舶（株）の３社による

共有となっており、仕様打合せ、起工式、進水式、

試運転、竣工引渡しと、各節目でそれぞれの担当

者が相談、協議し、提出された多くの意見を纏め

ながら取進めてきた。また、それぞれの協力の下、

あるときは昼の会議、あるときは夜の会合？？、

また、あるときは怪しげな英語でのサービスエン

ジニアとのスピーキング等、最後まで本当に色々

なことがありましたが、こうして完成してみると

その時々の苦労も忘れ、全てがいい思い出になり

ました。

結 び

本船は就航後１ヶ月近くを経過し、当初こそ新

造船に付き物の一部機器類のトラブルに遭遇しま

したが、全社挙げての適切な対応で無事乗り切り、

お蔭様で順調に稼動しています。艤装委員長とし

て赴任し、受け取りを経てここまで本船を指揮し

ています初代船長も、全てにおいて期待以上の性

能を発揮しているとの報告を寄せています。目玉

の一つでありますアンチローリングタンクについ

ては、幸か不幸かここまで荒天に遭遇することな

く、残念ながらまだその実力を披露するに至って

おりませんが、これからの台風時期、更にその先

に待ち構えている冬季季節風が吹き荒れる時期に

は、必ずやその真価を発揮して関係者一同の期待

に応えてくれるものと確信しております。

▲アンチローリングタンク



英国の歴史は面白い�英国歴史一口講座
英国は日本と同じく、大陸から離れた島国です

ので、ここに住む人の考え方は日本人のそれと良

く似ているのだと考えたら、それは大間違いです。

この島で展開された歴史は日本のそれと比べ遥か

に動的、国際的です。

ロンドンに暮らし始めて、最初から歴史に興味

を持った訳でありません。せっかくの機会なので

多くの場所を見学したいと一冊の旅行ガイドブッ

クを買ったのがきっかけでした。それも図が多く、

英語文章が最も少ない本を買ったつもりが、読み

始めると、その７割が英国の歴史についての記述

でした。つまり、英国の見所の殆どが歴史的に重

要な場所なのです。「歴史を知らずして英国見学す

るなかれ」です。

世界史を学んだことはあっても、一外国の歴史

を詳しく学ぶことは普通ないと思います。偶々、

この歴史を学び始めた時に、テレビで「エリザベ

ス」という映画が放映され、それと前後して、そ

の続編の「エリザベス黄金時代」が封切られ、両

方とも見ましたが、英国歴史熱をあおる効果剤に

なりました。しばし、英国歴史の一旦を紹介しま

す。

ロンドンから車で１時間強西に行った所にある

ストーンヘンジという石の構造物をご存知の方は

多いと思います。これはエジプトで巨大ピラミッ

ドが作られていたとほぼ同時代に作られたもので、

かなりの巨石が遠くウェールズから運ばれてきた

ことが石の分析により判っています。何の目的で

作られたのか未だに謎ですが、巨石を長距離運ぶ

ということは、相当の技術力と人員統率力があっ

た証拠で、エジプトの如く、英国にも権力国家が

存在していた可能性を示しています。

キリスト誕生に前後し、英国もローマ帝国の侵

略に会い、約４００年間ローマ帝国の占領下に置かれ

ます。ロンドンの北西方向へ車で１時間弱の所に

St. Albansという町があります。ここはローマ占領

時代の首都であり、かつローマによるキリスト教

布教のベース基地であった所です。この町には小

ぶりですが、古代競技場と住宅地・商業地区の遺跡

がありますし、St. Albans Cathedralという立派な

カソリック教会もあります。ここで後に有名なマ

グナカルタが起草されました。このローマ侵略に

対して先住民は黙っていませんでした。Boadicea

という女王率いる Iceni（ケルト人の一族）族が St.

Albansで戦いました。結局は敗退するのですが、

この時代から女帝が存在していたのです。また、

この町の名前は、この地でローマ人の手によって

英国最初の殉教者となった聖 Albanの名に因んで、

後の世につけられました。

ローマの統治はかなり緩やかで、地元自治を相

当許容していたようです。ローマ統治の２つの特

徴、人の往来を自由化し文化交流に努めた事と、

キリスト教の布教に努めた事は、今のヨーロッパ

を形作っている重要な基盤になっています。

やがて、このローマ帝国もフン族に追われ移動

開始したゲルマン民族により存続の危機に直面し、

５世紀の初めには英国から全面撤退します。この

撤退を待っていたかの如くその約３０年後に、やは

りゲルマン民族の一派アングル族とサクソン族が

大挙して英国に侵略してきます。この時も英国住

民は黙っていなかった。この侵略に敢然と抵抗し

たのが、かのアーサー王です。彼の実在は確認さ

れていないのですがローマ系原住民兵隊長であっ

たようです。結局は共存の道を選択し、アングロ

・サクソン人とWinchesterに首都を構えます。こ

こはロンドンの西、車で１時間強のところにあり、

今でもアーサー王が提唱したといわれる Round

Tableが保存されています。Round Tableでは上座

がない事から皆が同じ立場で発言できたと言われ

ています。

LLoonnddoonn便便りり
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この英国原住民・アングロ・サクソン連合王国

も常にバイキングの侵略に悩み続ける事になりま

す。特にバイキングの大型帆船と操船技術には歯

向かう事は出来ず、時にはバイキングは現在のロ

ンドン市内を流れるテムズ川にまで入って来た様

です。

そうこうしているうちに１１世紀半ば、フランス

・ノルマンディのウィリアム王に英国は占領され

てしまいます。このウィリアム王も同じくWinches-

terに首都を構え、封建制度をしき、土着アングロ

・サクソン人を農奴として使ったようです。この

時もウェールズとスコットランドは最後まで戦い

続け、このウィリアム王に従うことはありません

でした。またこの時代、英国はフランス語で統治

されていたと言う事です。

英語の辞書を頻繁に引く方は既にお気づきと思

いますが、英語のかなりの言葉が、ラテン語（ロ

ーマ人の言語）、ギリシア語、フランス語等を起源

としています。英国民自身が様々な民族の混血に

よって出来、かつ言葉も様々な言葉の寄せ集めに

よって成り立っているのです。だからこそ英語に

は多くの例外と多くの変わった発音があるのだと

今更気づかされます。

この後、英国は暫く言わば戦国時代に入ります。

国内でイングランドとスコットランド間の紛争が

絶え間なく続きます。１５世紀半ばフランスとの百

年戦争が終わると落ち着くかに見えますが、また

もや新たなる諍いの種が生まれます。

１６世紀初めにドイツのマルチン・ルターによっ

て提唱された宗教改革が１０数年後には英国にも波

及します。インターネット等ない時代にこの伝わ

り方の速さには驚かされます。英国王室内でもカ

ソリック派とプロテスタント派に分かれ陰惨な殺

し合いが始まるのです。その中でも偉いのがヘン

リー８世の２番目のお妃で、エリザベス１世のお

母さんであるアン・ブリンです。この人がヘンリ

ー８世の求婚をさんざん焦らしたあげく、結婚の

条件として英国国教会の設立を認めさせ、布教以

来権力を保ってきたカソリック教会に風穴を開け

ます。

ヘンリー８世は世継ぎ男子を求めて生涯に８人

もお妃を娶りますが結局後継はエリザベス１世に

落ち着きます。当初誰もがこのエリザベス１世王

位は長続きしないと考えていた様ですが、彼女は

お母さんの遺志を継ぎ、プロテスタント支持を貫

いただけでなく、お母さんの優秀な頭脳も受け継

いだようで、即位後、世の中が全て旨く回るよう

になります。

１６世紀後半、敗戦必至と思われていたスペイン

の無敵艦隊を破った時は、英国艦隊参謀の力もあ

りましたが、英国が気象予想学者を立派に養成し、

気象急変の予想を作戦に採用した事が勝利の最大

の原因と言われています。この頃から英国は専門

家を大事にする国であったと同時に、エリザベス

１世という人は専門家をうまく使う才と決断力を

備えていたようです。

調べて見るとこのスペイン艦隊を破って以来、

今日に至るまで、英国は国際間戦争では負け知ら

ずだと思います。唯一の失敗は米国の独立を許し

た事ぐらいでしょうか、これも今になって考えれ

ば、決して失敗とは言えません。この不敗の歴史

が、今日世界中英語でビジネスをさせる社会を作

ったと考えられますし、英語、英国民がもともと

多くのものの混合であることと、常に共存の道を

探り、新しいものを取り入れる歴史から生まれた

文化である事を学ぶと、そこから国際性という国

民性が生まれたことも理解出来ると思います。戦

争で勝ち続けるための重要な要件は、長年にわた

って培われた優れた状況判断力にあることは言う

までもありません。

添付写真は２００８年１月ストーンヘンジにて撮影

したものです。

（技術顧問〔欧州地区事務局勤務〕井上 幸一）
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１
日
国際運送事業者を対象に保税運送手続を簡素

化する日本版 AEO（Authorized Economic Op-

erators）制度がスタートした。

７
〜
１１
日

IMO第１２回通信・捜索救助小委員会（COM-

SAR）がロンドンにて開催された。

（Ｐ．２海運ニュース参照）

８
日

ASF船舶保険・法務委員会（SILC）中間会合

が香港にて開催された。

（Ｐ．３海運ニュース参照）

９
日
当協会は、第１１回海運セミナーが東京にて開

催した。（Ｐ．１０囲み記事参照）

１９
日
超党派の国会議員でつくる海事振興連盟（会

長：中馬弘毅衆議院議員）の第５回タウンミ

ーティングが大分県臼杵市で開催され、海事

産業の人材育成策などを盛り込んだ「大分決

議」が取りまとめられた。

（Ｐ．１２囲み記事参照）

２２００００８８年年
44月月

▲進水式を見学する子供たち（５月８日）本文Ｐ．１６ ▲第１１回海運セミナー（４月９日）本文Ｐ．１０
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公布法令（４月）

� 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保

等に関する法律施行規則の一部を改正する省

令（国土交通省令第３０号、平成２０年４月１日

公布、施行）

国際会議の予定（６月）

会議名：第１７回 ASF年次総会

日 程：６月２日～４日

場 所：海南島・ボアオ（中国）

会議名：IMO第１６回旗国小委員会（FSI）

日 程：６月２日～６日

場 所：ロンドン

会議名：国際油濁補償基金（IOPCF）第４１回理事

会等

日 程：６月２３日～２７日

場 所：ロンドン

会議名：IMO温室効果ガス削減に関するMEPC

中間会合

日 程：６月２３日～２７日

場 所：オスロ（ノルウェー）

会議名：国連環境計画（UNEP）バーゼル条約第９

回締約国会議（COP９）

日 程：６月２３日～２７日

場 所：バリ島（インドネシア）

会議名：IMO第５４回航行安全小委員会（NAV）

日 程：６月３０日～７月４日

場 所：ロンドン

船船協協だだよよりり

▲京浜地区船主会の模様（４月２５日）
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１．わが国貿易額の推移 （単位：１０億円）

年 月 輸 出
（FOB）

輸 入
（CIF） 入�▲出超

前年比・前年同期比（％）

輸 出 輸 入

１９９０
１９９５
２０００
２００３
２００４
２００５
２００６

２００７年４月
５
６
７
８
９
１０
１１
１２

２００８年１月
２
３

４１，４５７
４１，５３０
５１，６５４
５４，５４８
６１，１７０
６５，６６２
７５，２５６

６，６３３
６，５６５
７，２８４
７，０６３
７，０２８
７，２７０
７，５０７
７，２６８
７，４３６
６，４０８
６，９７５
７，６８２

３３，８５５
３１，５４８
４０，９３８
４４，３６２
４２，２１７
５６，３８１
６７，１６４

５，７１２
６，１８２
６，０６４
６，４０２
６，２９５
５，６３６
６，５０４
６，４８０
６，５６１
６，４９８
６，０１２
６，５６８

７，６０１
９，９８２
１０，７１５
１０，１８６
１１，９５３
８，７８２
８，０９２

９２１
３８３

１，２２０
６６１
７３４

１，６３４
１，００２
７８８
８７４

▲ ８９
９６３

１，１１４

９．６
２．６
８．６
４．７
１２．１
７．３
１４．６

８．２
１５．１
１６．２
１１．８
１４．５
６．５
１３．８
９．６
６．９
７．７
８．７
２．３

１６．８
１２．３
１６．１
５．１
１０．９
１５．６
１６．１

３．５
１５．６
１０．８
１７．１
５．８

▲３．２
８．７
１３．３
１２．２
９．２
１０．２
１１．１

（注） 財務省貿易統計による。

２．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年 月 年間）平均月間 最高値 最安値

１９９０
１９９５
２０００
２００３
２００４
２００５
２００６
２００７

２００７年５月
６
７
８
９
１０
１１
１２

２００８年１月
２
３
４

１４４．８１
９４．０６
１０７．７７
１１５．９０
１０８．１７
１１０．１６
１１６．３０
１１７．７９

１２０．７３
１２２．６２
１２１．５９
１１６．７２
１１５．０２
１１５．７４
１１１．２６
１１２．６７
１０７．６６
１０７．８１
１００．７９
１０２．４５

１２４．３０
８０．３０
１０２．５０
１０７．０３
１０２．２０
１０２．１５
１０９．５０
１０８．２５

１１９．５５
１２０．９４
１１８．５２
１１２．４０
１１３．２０
１１３．８０
１０８．２５
１１０．２０
１０５．９０
１０４．７３
９７．００
９９．８３

１６０．１０
１０４．２５
１１４．９０
１２０．８１
１１４．４０
１２１．３５
１１９．５１
１２３．９５

１２１．７０
１２３．９５
１２３．６３
１１９．６８
１１５．９８
１１７．６８
１１５．３３
１１８．９５
１１０．０５
１０８．２２
１０３．７８
１０４．７０

３．不定期船自由市場の成約状況 （単位：千M�T）

区分

年次

航 海 用 船
定 期 用 船

合 計 連続航海 シングル
航 海

（品 目 別 内 訳）

石 炭 穀 物 砂 糖 鉱 石 スクラップ 肥 料 その他 Trip Period

２００２
２００３
２００４
２００５
２００６
２００７

２００７ ８
９
１０
１１
１２

２００８ １
２
３
４

１３２，２６９
９９，６５５
８３，３９８
７６，８４７
８４，５１５
７３，０４５

４，１７２
４，４５２
２，６８２
８，６９２
４，９９４
１０，１１９
５，８３１
５．９３２
９，７９５

９７８
１，３２０
２，４１４
２，１４５
６４４
２７０

０
０
０

２００
０

３２０
０
０
０

１３１，２９１
９８，３３５
８０，９８４
７４，７０２
８３，８７１
７２，７７５

４，１７２
４，４５２
２，６８２
８，４９２
４，９９４
９，７９９
５，８３１
５．９３２
９，７９５

４３，４０６
３０，７２２
３１，８７５
２８，５６６
２２，８３２
２０，４０１

１，５１５
８８５
５５７

２，５６７
１，４３２
２，７８２
８８０

１，５１１
２，７１７

１５，１８２
６，０９７
５，６２１
３，７６０
３，９６９
２，３９５

１６７
２５６
４３５
２４７
２３７
１６４
８８
１０８
８４

５，８５３
３，６５７
７００
１６２
２９３
４４

０
０
０
０
０
２５
０
０
０

６５，１０５
５７，００１
４１，３９４
４１，５５２
５６，４８２
４９，７７９

２，４６０
３，３１１
１，６５３
５，６７８
３，２６０
６，８２８
４，８６２
４，３１０
６，９６４

４４２
２４８
５９６
２４７
７３
０

０
０
０
０
０
０
０
０
０

１，０５４
４３８
６９０
３３１
２８２
１５６

３０
０
３６
１
６５
０
０
０
３０

２４９
１７２
１０８
８６
０
０

０
０
０
０
０
０
０
３
０

１８４，８９０
２０８，６９０
２５０，３８６
２８９，２１６
３３６，４９４
２９５，３９８

２０，８４８
２５，８０５
２１，１３５
３１，３９５
２３，２０８
２８，２６５
２４，９３９
２４，７１４
３４，３７１

５０，４７４
８１，７２１
５９，９０６
５３，２３４
１０９，２０３
１３９，９９５

１０，５３３
１３，３１０
１１，４５０
９，９８１
５，９２３
７，９８９
８，６０５
６，６８７
１３，３０１

（注） �マリタイム�リサーチ社資料による。 �品目別はシングルものの合計。 �年別は暦年。

海運統計
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４．原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�欧米）

月次
ペルシャ湾�日本 ペルシャ湾�欧米

２００６ ２００７ ２００８ ２００６ ２００７ ２００８
最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１８０．００ ８０．００
１５０．００１００．００
１０６．５０ ６６．５０
６８．００ ５０．００
７７．５０ ６７．５０
１３０．００ ８２．００

１３０．００ ９１．００
１３０．００ ９０．００
１１５．００１０５．００
７１．００ ６７．５０
７２．５０ ６０．００
６５．００ ５１．２５

７５．００ ４７．５０
６５．００ ４５．００
９０．００ ６５．００
５０．００

８８．５０ ６２．５０
７０．００ ６３．７５

６７．５０ ５６．００
６６．７５ ５６．００
５７．５０ ５２．５０
６６．００ ５１．２５
８９．７５ ５７．５０
２２５．００１７５．００

１１４．００ ８５．００
１１０．００ ８９．００

１２０．００ ７５．００
１２５．００ ８５．００
９５．００ ５７．５０
６７．５０ ５５．００
８５．００ ５５．００
９７．５０ ７０．００

１０２．５０ ８０．００
１００．００ ８５．００
１０７．５０ ８５．００
８９．５０ ６５．００
７０．００ ６０．００
６０．００ ４８．２５

５７．５０ ４５．００
５９．００ ４７．５０
８０．００ ５４．００
５５．００ ４０．００
７２．５０ ６０．００
７０．００ ５０．００

５０．００ ４２．５０
４７．５０ ４５．００
５０．００ ４０．００
５２．５０ ４０．００
１２０．００ ４５．００
２０７．００１１０．００

１８０．００ ７４．００
１００．００ ８０．００

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �単位はワールドスケールレート。 �いずれも２０万D�W以上の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。

原油（ペルシャ湾�日本・ペルシャ湾�西欧） 石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧）

５．石炭（オーストラリア�西欧）・鉄鉱石（ブラジル�中国・ブラジル�西欧） （単位：ドル�トン）

月次
オーストラリア�西欧（石炭） ブラジル�中国（鉄鉱石） ブラジル�西欧（鉄鉱石）
２００７ ２００８ ２００７ ２００８ ２００７ ２００８

最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低
１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

２６．５０
―

３１．８０ ３０．５０
―
―

２７．７５

―
５０．００
―
―

６４．００ ５８．００
―

―
５１．００

３８．００ ２６．５０
４０．２５ ３８．００
４８．３０ ３９．００
５２．００ ４４．００
５５．００ ５１．００
５４．００ ４０．７５

５３．５０ ２７．５０
６６．００ ５９．５０
７５．００ ６６．００
８８．００ ２０．８０
９８．８８ ８５．００
９２．００ ８２．５０

８０．００ ４９．００
７１．００ ５５．００

２１．５０ １６．７５
２４．７５ ２４．５０

―
２９．２５

３１．００ ２７．３０
２９．１０ ２８．６０

３０．００ ２４．１０
３２．８０ ２８．００

３０．１０
４７．５０ ４６．５０
５４．００ ４４．００

４０．００

３２．００ １９．００
２４．５０

（注） �日本郵船調査グループ資料による。 �いずれもケープサイズ（１４万D�W以上）の船舶によるもの。
�グラフの値はいずれも最高値。
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5万未満 
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8.5万未満 
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2万以上 
3.5未満 

総合指数 

タンカー運賃指数 用船料指数

６．タンカー運賃指数

月次
タ ン カ ー 運 賃 指 数

２００６ ２００７ ２００８
VLCC 中 型 小 型 Ｈ・Ｄ Ｈ・Ｃ VLCC Suez Afra Handy Clean VLCC Suez Afra Handy Clean

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１１２
１１６
８６
６３
７９
１００

１１４
１１４
１０９
８７
７４
６６

１６３
１６８
１２７
１０８
１３２
１３８

１４８
１７１
１３９
１４７
１１８
１３６

１９３
１７６
１６３
１３３
１５８
１４９

１７３
１７０
１４０
１９０
１３３
１８９

３１４
２６７
２０４
２０８
２１７
２２５

２３２
２３１
２１２
２１３
１９９
２１０

３４２
２８２
２２５
２１３
２４１
２３３

２７１
２６６
２３４
２１７
１９４
２５１

６３
６５
８１
６３
７９
６３

５９
５２
５１
５７
７２
２０１

１２４
１１６
１１２
１２２
１０８
１１０

９１
８５
７７
１０４
１２６
２３２

１８７
１５９
１４５
１４５
１６１
１１３

１２８
９７
１０２
１３４
１４８
２１４

２０９
２３７
２２０
２２９
２３５
２１１

２１６
１８５
１７０
１８０
２０５
２７９

２１９
２２６
２８２
２６４
２４４
２４２

２０８
１７４
１５８
１７０
１９８
２３９

１１２
９７
１０８

１２４
１１９
１５６

１７８
１４１
１７５

２０５
１８２
２０２

２１５
１９５
１９７

平均 １００．３ １５７．３ １８３．１ ２７０．６ ２８６．９ ９３．３ １４１．３ １６３．９ ２２７．７ ２４７．４
（注） �「Lloyd's Shipping Economist」による。�タンカー運賃はワールドスケールレート。�タンカー運賃指数の５区分につい

ては、以下のとおり（～２００３）◯イVLCC�１５万トン以上 ◯ロ中型�７万～１５万トン ◯ハ小型�３万～７万トン ◯ニH�D＝ハンディ�ダ
ーティ�３万５０００トン未満 ◯ホH�C＝ハンディ�クリーン�全船型。（２００４～）◯イVLCC�２０万トン以上 ◯ロSuez�１２～２０万トン
◯ハAfra�７～１２万トン ◯ニHandy�２．５～７万トン ◯ホClean�全船型

７．貨物船定期用船料指数

月次
２００５ ２００６ ２００７ ２００８

総合指数 BDI 総合指数 BDI 総合指数 BDI １．２万～
２万

２万～
３．５万

３．５万～
５万

５万～
８．５万 ８．５万～ 総合指数 BDI

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

６７７
７１５
５６５
６２４
５５２
４１２

３４２
２８５
３５２
３９１
３７６
３３２

４，４７１
４，５１１
４，６８５
４，８１０
３，７３７
２，５８６

２，３０７
２，１６９
２，９４９
２，９４９
２，９９１
２，６２４

２９４
２９２
３２１
３２５
３０４
３５９

４２１
４７５
５１８
５２２
４９３
５９４

２，２６３
２，３２８
２，４９３
２，４９５
２，４９５
２，７３９

３，１９１
３，６７２
４，２０７
４，０５３
４，１２１
４，３１８

６３２
５７７
６４４
７０７
７１２
７５９

８７５
９２０

１，０７８
１，０４４
１，２８０
１，２５１

４，７６２
４，３６６
５，１７２
５，７８２
６，５２１
５，６７２

６，６０１
７，２８９
８，６１９
１０，９４４
１０，６４７
９，８４８

０
０

１，４７０

９６０
７７２
８５１

９６２
８２８

１，０３２

１，１３４
１，１５８
１，３８９

１，１３４
１，１００
１，３４３

１，０１８
９０８

１，２２１

５，７８０
７，１８７
７，６１９
８，５５０

出所：「Lloyd's Shipping Economist」
（注） �船型区分は重量トンによる。 �用船料指数は１９８５年＝１００。 �BDI（Baltic Dry Index）は月央値。
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2003（年） 2004 2005 2006 2007 2008

タンカー 

貨物船 
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係船船腹

８．係船船腹量の推移

月次
２００６ ２００７ ２００８

貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タンカー 貨 物 船 タ ン カ ー
隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W 隻数 千G�T 千D�W

１
２
３
４
５
６

７
８
９
１０
１１
１２

１４６
１４６
１４６
１４７
１４４
１５０

１４９
１５２
１５１
１５２
１５０
１５１

７０８
６９２
６７１
６８５
６８３
６８９

６９４
６５０
６４７
６４９
６２３
６２３

７５５
７５０
７４２
７６４
７９４
７９６

８１７
６８０
６７８
６８２
６８９
６４０

３４
３３
３２
３２
３２
３４

３２
３２
３２
３２
３４
３４

１２８
１３０
１２８
１２８
１２８
２０３

１０２
１０２
１０２
１０２
１３５
１３５

１７１
１７２
１７０
１７０
１７０
２２７

１５１
１５１
１５１
１５１
２０５
２０５

１５１
１５２
１５８
１５４
１５１
１５１

１４９
１４６
１５３
１７７
１８８
１８７

６２３
６４２
６７７
６４４
６１０
６０６

６０３
５９３
６５０
７７１
８０１
８７１

６４０
６４２
６７２
６２５
６０２
６００

５９５
５８１
６６５
８１２
７８２
７４５

３４
３４
３４
３４
３４
３５

３５
３３
３３
３８
３７
３６

１３５
１３５
１２５
１２６
１２６
１２８

１２８
１０４
１０４
１１４
１１０
１０９

２０５
１８９
１８９
１９０
１９０
１９１

１９１
１５０
１５０
１６５
１６０
１５８

１８３
１７９
１７６
１７３

８７３
７４９
７１０
７１４

７０９
６８０
６９９
６９７

３６
３５
３３
３３

１０９
１０８
１０４
１０４

１５８
１５７
１５０
１５０

（注） インフォーマ発行のロイズ�インアクティブベッセルズによる。
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７５歳以上の方々を対象にした後期高齢者医療制
度が創設され、運用が始まって１ヵ月経った。新
制度はスタート当初より、保険証が届かないとか、
厚生年金などから天引きされる保険料が正確に本
人に通知されないなどの問題が露呈し、評判は芳
しくない。
この制度の財源構成は、高齢者への医療給付費

のうち５０％は国および自治体の税金で賄い、４０％
は現役世代の健康保険料の一部が保険組合を通じ
て納付され、残る１０％が高齢者が負担する保険料
となっているとのことである。少子高齢化が進む
状況で限られた財源を効率的に使う観点から、高
齢者に相応の負担を求めることは理にかなってい
て、保険料を年金から天引きすることは徴収の確
実性を高めるためにやむを得ないと言われている
がはたしてそうであろうか。１年間の減免措置が
あるものの家族に扶養されていた高齢者に保険料
支払い義務が生じたり、国民健康保険の加入者で
あった方々も所得や住む地域によっては新制度の

保険料が高くなる場合もあるようで、新制度に移
行する方々の納得感を充分に得られているように
は思えない。また、現役世代にとっても年金保険
料のように年々負担が増えるような事態になった
ら堪ったものではない。
ゴールデンウィークの後半に帰省した折に両親

に話を聞いてみたところ、国の行うことだからと
言いながら、国民健康保険に比べれば保険料が安
くなったと喜んでいた。
４月３０日租税特別措置法改正案が衆議院で再可

決され、５月１日ガソリン税の暫定税率が復活し
た。福田総理大臣は、道路特定財源を２００９年度か
ら一般財源化するために法案の年内成立を図ると
し、一般財源化した場合の使途については、社会
保障等の充実を求める国民の声に応えたいと述べ
ている。今後は、一般財源化の議論の動向に注目
したい。

三洋海運株式会社 総務部副部長 荒井正樹

編集委員名簿
第一中央汽船 総務グループ次長 裏 啓史

飯 野 海 運 総務グループ 広報�IR 室 伊藤 夏彦

川崎近海汽船 総務部課長代理 酒矢 雅久

川 崎 汽 船 IR�広報グループ

情報広報チーム長 高山 敦

日 本 郵 船 調査グループ

グループ長代理兼調査チーム長 宮本 佳亮

商 船 三 井 広報室マネージャー 鹿野 謙二

三 光 汽 船 社長室長 近 寿雄

三 洋 海 運 総務部副部長 荒井 正樹

新 和 海 運 総務グループ

総務�法規保険チームリーダー 藤田 正数

日本船主協会 常務理事兼総務部長 井上 晃

常務理事兼海務部長 半田 收

常務理事兼企画部長 園田 裕一

企画部政策担当部長 清野 鉄弥

海務部労政担当リーダー 山脇 俊介

編 集 後 記
今月号の囲みでも紹介しておりますが、小学生の
進水式見学会が今治でありました。その際、今治市
役所の担当の方々と意見交換する機会がありました。
現在海事関係業界では、次世代にこの業界を目指し
てもらうよう様々な取り組みが行われているところ
ですが、多くの造船所が所在する今治市でも、子供
達に海事関係業界（造船関係業界）を目指してもら
うよう様々な働きかけを行っていると聞きました。
話によると、意外なことに協力を得るのにとても苦
労する学校の先生もいらっしゃるとのこと。過去に
まさかと思うような大きな造船会社がなくなったり、
知り合いが止むを得ず引っ越して行ったりした地元
で生活してきた先生には、身近な体験でイメージが
固定されているのかも知れない、とのことです。一
方、地元の舶用工業会社では地元では人材が確保で
きず、遠く北海道までリクルートに行っている、と
の話。
このような状況を少しでも解消するには、子供た

ちには引き続きＰＲしていくこととしても、学校の
先生方にも、造船関係業界についての新しい認識を
記憶に上書きしていただく必要があるのではないか、
このことは造船業界のみならず海事関係業界にあて
はまることで、そのために今回の見学会も同様です
が、学校の先生を含めた広報活動は、学校社会科教
育にとっても海事関係業界にとっても現在の海事関
係業界の状況を感じて知る、または知ってもらうと
いうことでは、とても有意義なことではないかと思
いました。 （た）
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